
1 

 

令和７年第２回教育委員会定例会会議録 

 

１．開会日時及び場所 

   開会 令和７年２月２０日（木）午後２時00分 

   場所 能勢町役場本館会議室（１） 

 

２．出席委員 

職務代理者 泉 孝英  委 員 市村 依子  委 員 的場 麻子 

委 員 中澤 安弘 

 

３．事務局職員出席者 

教育次長 百々 孝之、学校教育総務課長 古畑 まき 

学校教育総務課付学校指導担当課長 川本 重樹、生涯学習課長 奥 成久 

学校教育総務課教育総務担当係長 小坂 和正、主事 村角 和儀 

 

４．傍聴者数 ３名 

 

５．議事の次第  

百々次長 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

＜開会＞ 

 

＜挨拶＞ 

今年の冬はかなりの寒さで、雪もよく降っています。私は通勤で一庫ダム方面

へ向かうのですが、陽の当たらないところは雪や凍結がなかなか解けていませ

ん。能勢に住んでいる人であれば、道路の凍っているところがある程度分かりま

すが、町外の人だと分からずに時々事故が起こっています。委員の皆様も日々の

運転には十分ご注意ください。 

それでは定例会を始めてまいります。会議録の署名について、第２回定例会会

議録署名委員は、的場委員にお願いします。 

それでは議事に入ります。 

議案第３号「能勢町教育委員会所管に係る令和６年度３月補正予算について」を

議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

この議案第３号と次の第４号については、来る３月４日に開会される３月定例会

議において提出される予定の議案のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第 29 条に規定されている「歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分そ

の他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件」に該当する

ものについて、教育委員会の意見を求めるものです。 

本件については、令和６年度一般会計補正予算（第７号）に係るものです。 
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泉職務代理者 

 

市村委員 

 

 

奥課長 

 

今回の補正については、８ページに添付している財政部局から示された基準に基

づく減額補正となっています。 

まず、学校教育総務課関係の補正です。 

１ページ及び２ページについて、それぞれ歳出欄に記載のとおり、事務局費、学

校管理費において、節単位で 50 万円以上の不用額となるなど、減額基準に該当す

る見込みであることから、報償費や需用費、備品購入費などにつき減額することと

するものです。合計で 222 万４千円の減額となります。 

需用費の光熱水費については、国による「酷暑乗り切り緊急支援」が実施され夏

季電気代が抑制されたことにより不用額が見込まれることから 100 万円の減額で

す。次に備品購入費についてはスポットクーラーの落札差金が見込まれることから

60 万円の減額です。次に、報償費については、地域高２留学において、アドバイザ

ーの助言機会が減少し、不用額が生じるため減額補正するものです。62 万４千円

の減額です。歳入の高校魅力化支援事業費国庫補助金についても地域高２留学の歳

出減額と合わせて同額で減額するものです。 

次に生涯学習課関係ですが、３ページから５ページまでが歳出補正の減額です。

負担金については、実施母体の能勢町体育連盟の事業予算内で実施することから、

負担金の支出が不要となったことに伴い 51 万円減額を行うものです。次に、工事

請負費については、旧能勢町立児童館の解体に伴う工事費の落札差金が見込まれる

ため減額補正を行うものです。2,600 万円の減額です。 

次に委託料については旧久佐々小学校体育館劣化診断等調査業務において落札

差金が見込まれるため減額補正を行うものです。112 万１千円の減額です。 

次に６ページから７ページが歳入補正の減額となります。６ページ理由・目的欄

に記載のとおり、理財課所管の大阪府市町村振興協会交付金について、能勢人形浄

瑠璃創造発信事業をその対象事業として交付されることが決まったことを受け、当

初予算において、当該事業に充当するために計上していた芸術文化振興基金繰入金

を減額するものです。440 万円の減額です。 

次に会館使用料についてはホール部分の使用が当初の見込みに達しないため 50

万円を減額するものです。 

議案第３号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。何か質疑はございませんか。 

 

 ３ページです。能勢町体育連盟の事業予算内で実施することからという理由に

なっているのですが、事業を縮小されたということでしょうか。 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で中止していた事業の予算を繰越ししていま

した。今回、新規スポーツとしてグラウンドゴルフを実施するにあたり51万円の
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的場委員 

 

百々次長 

 

的場委員 

 

 

古畑課長 

 

市村委員 

 

 

奥課長 

 

 

 

中澤委員 

 

古畑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市村委員 

 

古畑課長 

予算を組んでいましたが、実際はその繰越した予算で実施することができたこと

から、スポーツ大会負担金51万円を減額補正するものです。ただ、来年度につい

ては、繰越した予算が執行されましたので、これまでと同様に負担金として予算

を計上しています。 

 

 それぞれの概要書に、全角と半角の数字が混じっているので、見にくいです。 

 

 修正します。 

 

 １ページのスポットクーラー入札とありますが、１台あたりいくらぐらいで購

入しましたか。 

 

 スポットクーラー14台を約130万円で購入し、１台あたり約９万３千円です。 

 

 ７ページです。ホール部分の使用において、当初の使用に達していないための

減額とありますが、大ホール、小ホール、研修室のすべてですか。 

 

 ホール部分は大ホールです。去年５月に新型コロナウイルス感染症が５類にな

り、当初予算では通常に戻ると見込んで予算を組んでいましたが、発表会などの

催し物での貸室利用がまだ少なく、50万円の減額をしています。 

 

 ２ページの内容について、もう少し詳しく説明をお願いしたい。 

 

 能勢分校において、全国の高校２年生が１年間、留学できる内閣府の事業を能

勢分校、教育委員会、町長部局とで実施しています。その事業を実施するため

に、留学生を募集、下宿先を探す、下宿先と留学生のマッチングなどを行う教育

コーディネーターを町の会計年度任用職員として雇用する予定としていました。 

昨年６月ごろに応募がありましたが、採用には至らなかったため、町内のこと

に精通している事業者に、教育コーディネーターや事業のPRを含めて業務委託で

実施するよう変更しました。 

当初の直接雇用であれば、そこに伴走するためアドバイザーに助言を求める機

会を設けていましたが、全ての業務を包括した委託業務としたことから、アドバ

イザーに助言を求める機会が減少したため、不用額について減額をおこなうもの

です。 

 

 業務委託はどちらの事業者に依頼されましたか。 

 

 株式会社能勢・豊能まちづくりです。能勢町の地域資源をよくご存じであるこ
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泉職務代理者 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とと、町内に在住されている社員がいるということで依頼しています。 

 

他にございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第３号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第３号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第４号「能勢町教育委員会所管に係る令和７年度当初予算につ

いて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

本件については、先ほどの補正予算と同様、地方教育行政法の定めるところによ

り、令和７年度一般会計当初予算に係るものについて、意見を求めるものです。 

議案として添付している資料は、議会に提出する当初予算説明資料の教育委員会

部分の抜粋です。これに基づいて、主だったところの説明をさせていただきます。 

当初予算の概要については、１ページ・２ページに示すとおりとなっております

が、主要な項目について説明を申し上げるため細かな説明は割愛します。後ほどご

確認をお願いします。 

まず、学校教育総務課です。３ページをお願いします。 

歳入については、前年度比 1,510 万８千円、102.7％増の 2,981 万２千円の計上

です。GIGA 第２期における児童生徒用情報端末整備に係る補助金、GIGA スクール

構想整備事業費補助金の増などにより大幅な増額となっています。 

４ページの歳出です。前年度比 5,296 万３千円、24.4％増の２億 6,961 万８千円

の計上です。前年度と比較し、学校等包括管理の契約更新による委託料増により経

常（学校管理費）が増加したほか、GIGA 第２期における情報端末更新に伴う ICT 教

育環境管理事業、ICT 教育環境整備事業などにより、大幅な増額となっています。 

７ページをお願いします。能勢地域学校連携・一貫教育事業です。令和５年度に

「地域みらい留学 365」の事業採択を受け、留学生の募集活動を行っているところ

です。引き続き国の事業を活用し、「地域みらい留学 365」による豊中高校能勢分

校留学生を大阪府外から募集することとしています。業務委託を実施することによ

る地域高２留学関連経費の増となっています。 

10 ページをお願いします。学力向上支援事業です。能勢ささゆり学園の学力向

上が課題となっているため、生徒向けに「探究的な学び」に関するプログラムに導

入し、学習意欲の向上等を図るため学力向上推進支援委託料を新たに計上しており

ます。 
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11 ページをお願いします。ICT 教育環境管理事業です。校務用端末の更新延長に

伴う保守委託料とコンピュータソフト借り上げ料の増となっています。 

12 ページをお願いします。ICT 教育環境整備事業です。国の GIGA スクール構想

により、令和２年度に整備した児童生徒用端末及び指導者用端末の更新を行うもの

でございます。 

下段の就学援助費です。支給対象者の減員及び物価高騰対策学用品等支援事業の

施行に伴う扶助費の減となっています。 

次に、生涯学習課です。14 ページをお願いします。 

歳入については、前年度比 373 万３千円、15.1％増の 2,842 万１千円の計上で

す。淨るりシアターに関係する芸術文化振興基金繰入金の増により減要素はあるも

のの増額の予算となっています。 

15 ページの歳出です。前年度比マイナス 2,285 万円、17.8％減の１億 586 万７

千円の計上です。淨るりシアター施設整備事業の終了に伴う皆減、新生涯学習施設

整備事業を債務負担行為による継続事業としたことによる減要素などにより、大幅

な減予算となっています。 

19 ページをお願いします。能勢人形浄瑠璃創造発信事業です。３年に１度実施

する、ささゆり学園全児童・生徒鑑賞公演実施に伴う増となっています。 

20 ページをお願いします。新生涯学習施設整備事業です。施設整備に向けた基

本構想及び基本計画を令和７年度から令和８年度にかけ実施するため債務負担行

為を計上するほか、先進地視察研修経費を計上しております。 

21 ページをお願いします。能勢芸術文化祭事業です。世代間の幅広い交流を図

るため地元高校生の参画に引き続き取り組んでいきたいと考えています。それに伴

う事業規模拡充による増となっています。 

22 ページの上段をお願いします。天然記念物診断・保全対策事業です。野間の

大けやきの保護増殖のためのたい肥作りや、安全対策実施に伴う経費の増となって

います。 

22 ページの下段をお願いします。生涯学習センター運営管理事業です。平成 30

年度に導入を行った図書システムの改修を行っていく予定としております。 

以上が当初予算の概要となります。 

次に 24 ページと 25 ページです。これは毎年当初予算に係る議案審議の際に説

明している能勢町 ICT 教育環境整備方針に係る各種事業の進捗状況を示す資料と

なります。また、本日机上に配布しております「GIGA 第 2 期における端末の更新

について」は、現状と課題を整理し、能勢町における GIGA 第 2 期での学ぶ姿や端

末整備に係る予算概要等をまとめた資料となっております。参考資料としてご確認

をお願いします。 

議案第４号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 
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泉職務代理者 

 

 

的場委員 

 

 

 

古畑課長 

 

 

 

 

 

 

的場委員 

 

古畑課長 

 

 

的場委員 

 

古畑課長 

 

 

 

中澤委員 

 

 

 

川本課長 

 

 

中澤委員 

 

川本課長 

 

中澤委員 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

11 ページの学校給食無償化事業ですが、給食材料費が前年度に比べてマイナス

になっています。現在、物価が高騰している中、マイナス 200 万円で賄えるのでし

ょうか。 

 

令和７年度予算を令和６年度予算と比較すると減額になります。令和６年度予算

を組む時も、物価の高騰がいわれており、それを大きく見込んで予算を組んでおり

ました。 

令和７年度予算を組む際は、令和６年 12 月までの現状を見て、ある程度の物価

の高騰を見込んで予算を組んでおります。令和７年度予算に比べ、令和６年度予算

では物価高騰を少し大きく見込んだことが、減額の要因であると思われます。 

 

給食は１食あたりいくらで賄っていますか。 

 

低学年、高学年、後期課程で量は異なりますが、全て平均すると１食あたり約 280

円です。 

 

前期課程よりも後期課程の方が高いですか。 

 

前期課程と後期課程で量が異なりますが、現在、給食費を徴収していないことか

ら、全体にかかった給食費を提供した食数で割る計算方法で、１食あたり 280 円と

なるものです。 

 

10 ページの学力向上支援事業で説明に、生徒向け「探究的な学び」に関するプ

ログラムを導入し、学習意欲の向上を図るとありましたが、具体的にどのようなこ

とですか。 

 

12 時間程度の探究的学習を学べるパッケージです。身近な課題を考え解決する

ものを取り入れて、課題解決の流れを学ぶものです。 

 

何年生をターゲットにしていますか。 

 

７年生、８年生での導入を検討しています。 

 

16 ページです。積算根拠等に地域学校協働本部等に関する経費等の３分の２の

46 万円とありますが、残り１/３はどこから支出されますか。 
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奥課長 

 

 

的場委員 

 

 

 

 

 

奥課長 

 

川本課長 

 

 

的場委員 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

百々次長 

 

 

 

 

 

 

経費のうち２/３が補助金ですので、残り１/３については、町の予算から支出さ

れるものです。 

 

19 ページの能勢人形浄瑠璃創造発信事業です。３年に１度、ささゆり学園の児

童生徒が見に行くことになっておりますが、２年に１度などもっと頻繁に行くこと

はできないのでしょうか。伝統文化に触れる機会がかなり少ないです。予算の関係

もあると思いますが、せっかくよい伝統文化があるので、実際に触れることでより

身近なものとして、子どもたちの学びに繋がれば良いと思いました。 

 

予算には関係なく、学校運営上、３年に１度ということで予算を組んでいます。 

 

様々な文化に触れようということで、音楽鑑賞、観劇、浄瑠璃鑑賞を３年周期で

回しています。 

 

６年生がミュージカルを見に行くようになったのも最近だと思います。生のもの

を見せてあげたいが、親が連れて行くとなると、敷居が高かったり、親の好き嫌い

で決まってしまったりすることがあるので、このような事業に予算を付けてもらえ

るとありがたいです。 

 

他にございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第４号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第４号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第５号「能勢町教育委員会表彰状の授与について」を議題とし

ます。事務局の説明を求めます。 

 

本件については、能勢町教育委員会表彰規程の定めるところにより表彰状を授与

することについて、教育委員会の承認を求めるものです。 

１ページの表彰推薦調書をご覧ください。 

能勢ささゆり学園卓球部に所属する藤原春樹さんが、「表彰に値する功績」等に

記載のとおり、第 23 回全国障がい者スポーツ大会「SAGA2024」に大阪府の代表と

して出場され、2 位に入賞されました。 
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泉職務代理者 

 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

泉職務代理者 

 

このことから、能勢町教育委員会表彰規程第３条第２号に該当するものと認めら

れるため、表彰状を授与しようとするものです。 

なお、表彰式については、日程調整を行ったうえ、教育長職務代理者から直接授

与していただく予定としています。 

議案第５号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第５号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第５号は承認することに決定しました。 

なお、表彰者の名前等については、表彰式が終了するまで、くれぐれも口外され

ないようにご留意ください。 

 

続きまして、議案第６号に入るわけですが、この議案につきましては人事に関す

る案件ですので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項ただし

書の規定により非公開にしたいと思いますが、よろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第６号につきましては、非公開とさせていただき

ます。傍聴人の退場を求めます。 

 

 （傍聴人退席） 

 

※議案第６号承認 

 

これより会議を公開いたします。 

 

（傍聴人入室） 

 

続きまして、議案第７号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 
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百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

この議案第７号については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条

の規定に基づき、３月４日に開会される３月定例会議において提出される予定の案

件のうち、教育委員会に関連するものにつき意見を求めることとするものです。 

本件は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を制定するものです。 

１ページの概要書をご覧ください。 

教育委員会の附属機関であるいじめ重大事態調査委員会及びいじめ問題懇話会、

町長の附属機関であるいじめ再調査委員会の委員等の報酬額について改正するも

のです。 

これは、大阪府弁護士会から「附属機関等委員の適正な報酬体系について」によ

り、報酬体系の改善を求める文書が発出されており、大阪府弁護士会と協議を重ね

この度改正するものです。 

２ページの新旧対照表をお願いします。 

改正条例にある別表のとおり、いじめ重大事態調査委員会、いじめ再調査委員会、

いじめ問題懇話会の委員等の報酬額をそれぞれ定めようとするものでございます。 

次に３ページをお願いします。 

条例の施行期日は令和７年４月１日からの施行としております。 

また、４ページの第２条のとおり、能勢町いじめ重大事態調査委員会等に関する

条例の一部改正をするものです。５ページの新旧対照表に記載のとおり、13 条で

報酬を定めておりましたが、先ほど説明した特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償の条例に報酬額を定めるものでございます。 

議案第７号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第７号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第７号は承認することに決定しました。 

 

続きまして、議案第８号「能勢町 ICT 教育環境整備方針の改訂について」を議題

とします。事務局の説明を求めます。 
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百々次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

泉職務代理者 

 

 

古畑課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川本課長 

本件については、令和２年２月に改訂した能勢町ＩＣＴ教育環境整備方針につい

て、国が示す GIGA スクール構想の第２期を見据え、改訂を行うこととして、教育

委員会の承認をいただこうとするものです。 

７ページをお願いします。 

赤字にしている部分が、今回改訂をしているところです。 

まず、「目的」のところは文言の整理を行うほか、GIGA スクール第１期の整備に

ついて追記しています。その下「背景・国の動向」のところに、前回改訂以降の国

の動向を追記しています。 

８ページをお願いします。 

「能勢町における ICT 教育環境整備の経過」のところ、令和元年度以降の整備を

追記しております。その下「能勢町における ICT 教育環境整備の課題と今後の取組

み」のところについては、GIGA 第１期における整備内容及び課題に改訂し、今後

の取組みを GIGA 第２期における取組内容に改訂しております。 

９ページをお願いします。 

次期計画期間を令和７年度から令和 12 年度と定めております。 

11 ページをお願いします。 

「能勢ささゆり学園における ICT 教育環境整備計画」についてです。次期計画期

間と合わせた事業計画に改訂をしております。 

議案第８号についての説明は以上です。ご審議の上、お認めいただくようよろ

しくお願いします。 

 

説明が終了しました。 

何か質疑はございませんか。 

 

設備等の不具合とありますが、端末の適正な更新時期や児童生徒への端末使用の

指導や先生の ICT スキルについて、今後どのようにお考えですか。 

 

児童生徒用端末及び指導用端末の更新時期については、国は５年に１回、各自治

体で更新していくよう示しています。能勢町においても、なるべくそれに沿った形

で進めていきたいと考えていますが、町の財政状況もありますので、その時々の状

況に応じて決定していきたいと思います。 

また、現在使用している児童生徒用端末は GIGA 第１期において、国の補助要件

５万５千円に合わせて各メーカーが端末を開発したこともあり、一般的な端末より

劣化は早い印象です。ただ、全ての端末で劣化が早いという訳ではありませんので、

先生方に端末の使い方の指導をお願いしながら、大切に使っていきたいと考えてお

ります。 

 

GIGA 第２期における端末の更新についてのグラフは、ICT 委員会で端末の不具
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中澤委員 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

的場委員 

 

百々次長 

 

泉職務代理者 

 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

百々次長 

 

 

合について先生にアンケートをとった結果です。起動や動作が遅い、フリーズする

の回答が多く、先生が授業中に「先生、起動しません。」といわれると、端末を使

用することが億劫になってしまうのではないかと思います。 

そこで、今回は早く起動して、早く動くことを第一に考え OS の選定を行ってき

ました。次期児童生徒用端末の OS が変更になりますので、先生に向けて春と夏に

研修を実施し、使い方に慣れた状態でスタートしたいと考えております。 

 

９ページの ICT 環境のセキュリティ強化に「能勢町版教育情報セキュリティポ

リシーを策定し」とあります。できるだけ早く策定してもらい、より情報を適正に

管理できるようお願いします。 

 

他にございませんか。 

 

 特にないようですので、これから採決を行います。議案第８号は原案のとおり

承認してよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

異議がないようですので、議案第８号は承認することに決定しました。 

 

続きまして「令和７年第１回定例会会議録」の承認を行います。 

何か意見などがあればお願いします。 

 

 ６ページの私の発言の２行目「すごい」を「すごく」に訂正をお願いします。 

 

 訂正させていただきます。 

 

 その他、ないようですので、「令和７年第１回定例会会議録」について、ご指摘

いただいた箇所を訂正の上、承認してよろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

「令和７年第１回定例会会議録」を承認します。 

次に、教育次長より「教育長報告」をお願いします。 

 

教育長が不在ですので、教育長職務代理者の代理として出席しました会議等に

ついて報告させていただきます。 

２月７日(金)校長・副校長会に出席しました。 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

川本課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月10日(月)豊能地区教育長協議会研修会が豊中市教育センターで開催され、

３名の教育委員とともに出席しました。医学的な見地からの児童生徒の発達障が

いについて、講演がありました。 

２月13日(木)令和７年度新採教員オリエンテーションを開催しました。 

２月14日(金)大阪府町村教育長会に出席しました。 

２月17日(月)豊能地区教職員人事協議会に出席しました。内容については、次

年度の教員採用試験の案内や最終的な採用計画の協議でした。 

２月18日(火)市町村教育委員会教育長・学校指導主管部課長会議に出席しまし

た。大阪府教育庁から市町村教育委員会に対する指導助言、令和７年度大阪府教

育庁当初予算案の説明がありました。また、同日教頭会に出席しました。 

２月20日(木)教育委員会を開催しています。 

 

引き続き「議会関係」です。 

２月３日(月)２月会議本会議が開催され、令和７年第１回教育委員会定例会であ

らかじめ説明している学用品費の補正予算を上程し、承認をいただいております。 

 

続きまして、その他に入ります。 

その他について、事務局より何かありますか。 

 

〇令和６年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」能勢町の結果概要について 

 ※配布資料により説明 

 ※前回定例会時配付後、各委員からの意見を踏まえた修正箇所等について説明 

 

〇令和６年度能勢町教育委員会視察報告 

 ※配布資料により説明 

 ・広島県視察…視察日：令和６年12月４日（水）、５日（木） 

        視察先：福山市立常石ともに学園、県立叡智学園中学校・高等学       

校 

 

 ・岐阜県視察…視察日：令和７年１月22日（水）、23日（木） 

視察先：岐阜市子ども若者総合支援センター“エールぎふ”、岐

阜市立草潤中学校、岐阜市立三輪中学校 

 

 ・奈良県視察…視察日：令和６年12月18日（水） 

視察先：奈良市教育委員会 

 

 ・静岡県視察…視察日：令和７年２月４日（火） 

視察先：吉田町教育委員会 



13 

 

 

中澤委員 

 

川本課長 

 

 

 

中澤委員 

 

川本課長 

 

 

 

 

市村委員 

 

川本課長 

 

的場委員 

 

川本課長 

 

 

 

奥課長 

 

 

 

 

 

 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 福山市立常石ともに学園の規模はどのくらいですか。 

 

 １学年30～40人程度です。校区内に義務教育学校があり、この学校を希望した子が

入学しています。この学校に入学したいがために、引越ししてくる家庭もあるそうで

す。 

 

 異年齢集団で学習していますが、指導要領はクリアしていますか。 

 

 カリキュラムのように１週間でやることは決められているので、指導要領をクリア

しているそうです。１～３年生の集団で学習するので、３年間で３回同じ学習をする

こともあるそうですが、興味がなければ別の学習をすることもできるような学習環境

です。与えられた学習ではなく、自ら選んで意欲的に学んでいたのが印象的でした。 

 

 教科書は使用されていましたか。 

 

 使用されていました。 

 

 子どもが減ってきているので、近い将来の能勢町もこうなるのかなと思いました。 

 

 本町は町内に学校が１校なので、このような学校１校では、学習するのがしんどい

子もいると思います。福山市のように、校区内に義務教育学校があり、希望してこの

学校に入学するという形ですので、保護者も納得されているのだと思います。 

 

○生涯学習課の事業について 

※口頭により説明 

・久住昌之（孤独のグルメ原作者）の孤独のグルメ西へ東へ（３月２日開催） 

 218席販売 

 

・立川談春独演会（３月22日開催） 

237席販売 

  

 他に何かございませんか。 

ないようですので、次回定例会等の日程調整を行います。 

 

令和７年第３回定例会を３月14日（金）午後２時、令和７年第１回臨時会を３月

27日（木）午後２時としておりましたが、よろしいでしょうか。 
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一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

百々次長 

 

泉職務代理者 

 

一同 

 

泉職務代理者 

 

 

 

 

泉職務代理者 

異議なし。 

 

令和７年第３回定例会は、３月14日（金）午後２時、令和７年第１回臨時会を３

月27日（木）午後２時からと決定します。 

続きまして、令和７年第４回定例会の日程調整を事務局からお願いします。 

 

令和７年第４回定例会は４月24日（木）午後２時を提案します。 

 

よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

令和７年第４回定例会は、４月24日（木）午後２時からを予定します。 

他にございませんか。 

 

（特になし） 

 

ないようですので、これで本日の定例会を終了いたします。 

 

  

       （閉会 午後３時30分） 

 


